
瀬戸 暴力団排除条例 一部を改 す 条例を 公 す  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 暴力団排除条例 一部を改 す 条例 

瀬戸 暴力団排除条例 成 瀬戸 条例第 号 一部を次

う 改 す  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 後 欄 掲 規定 下

線 示す う 改 す

改 後 改 前 

責務  責務  

第 条 前条 定 基本理念 以下

基本理念 いう っ 民及

び事業者 以下 民等 いう 協力

を得 愛知県 以下 県 い

う 及び法第 条 第 項 規定

愛知県暴力追放運動推進センター し 指

定を受 た者そ 他 暴力団員 不当

行為 防 を目的 す 団体 以下 推進セ

ンター等 いう 連携を図

暴力団 排除 関す 施策を実施し

い  

 ＜省略＞ 

第 条 前条 定 基本理念 以下

基本理念 いう っ 民及

び事業者 以下 民等 いう 協力

を得 愛知県 以下 県 い

う 及び法第 条 第 項 規定

愛知県暴力追放運動推進センター し 指

定を受 た者そ 他 暴力団員 不当

行為 防 を目的 す 団体 以下 推進セ

ンター等 いう 連携を図

暴力団 排除 関す 施策を実施し

い  

 ＜省略＞ 

  

附 則 

 条例 公 日 施行す  


